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調査の背景調査の背景調査の背景調査の背景

現行の建築基準法では 拘束装置の構造について現行の建築基準法では 拘束装置の構造について現行の建築基準法では、拘束装置の構造について現行の建築基準法では、拘束装置の構造について
は加速度に応じた詳細な基準となっていないは加速度に応じた詳細な基準となっていない

昨年度調査により、加速度データによる安全確保の昨年度調査により、加速度データによる安全確保の
考え方を十分に理解している 又は関心を持ってい考え方を十分に理解している 又は関心を持ってい考え方を十分に理解している、又は関心を持ってい考え方を十分に理解している、又は関心を持ってい
る遊戯施設事業者は少ないことが把握できた。る遊戯施設事業者は少ないことが把握できた。

これにより、加速度や拘束装置の詳細に関して再度これにより、加速度や拘束装置の詳細に関して再度
精査することが必要であるとともに 回答のなかった精査することが必要であるとともに 回答のなかった精査することが必要であるとともに、回答のなかった精査することが必要であるとともに、回答のなかった
遊戯施設事業者で加速度領域の高い遊戯施設を所遊戯施設事業者で加速度領域の高い遊戯施設を所
有する者に対する再精査が課題となった有する者に対する再精査が課題となった
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有する者に対する再精査が課題となった。有する者に対する再精査が課題となった。



調査の方法調査の方法調査の方法調査の方法

本調査においては、本調査においては、本調査においては、本調査においては、

１．遊戯施設の加速度及び種類に応じた拘束装置の１．遊戯施設の加速度及び種類に応じた拘束装置の
構造や組合せに いて デ タの実測や 遊戯施設構造や組合せに いて デ タの実測や 遊戯施設構造や組合せについて、データの実測や、遊戯施設構造や組合せについて、データの実測や、遊戯施設
事業者へのヒアリング等により科学的知見を収集し、事業者へのヒアリング等により科学的知見を収集し、
安全確保のための拘束装置の構造基準に いて検安全確保のための拘束装置の構造基準に いて検安全確保のための拘束装置の構造基準について検安全確保のための拘束装置の構造基準について検
討を行う。討を行う。

２．日本独自の法令や文化等のバックグラウンドにも２．日本独自の法令や文化等のバックグラウンドにも
配慮しつつ、海外基準への適合・対応についても併配慮しつつ、海外基準への適合・対応についても併配慮しつつ、海外基準 の適合 対応についても併配慮しつつ、海外基準 の適合 対応についても併
せて検討を行い、加速度に応じた構造基準・規格にせて検討を行い、加速度に応じた構造基準・規格に
ついて見極める。ついて見極める。いて見極める。いて見極める。
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【【主な検討項目主な検討項目】】

11 昨年度調査のレヴュー昨年度調査のレヴュー

【【主な検討項目主な検討項目】】

1.1.昨年度調査のレヴュ昨年度調査のレヴュ
2.2.科学的知見にかかる既往文献・基準の整理科学的知見にかかる既往文献・基準の整理
33 データの実測作業（加速度等）データの実測作業（加速度等）3.3.デ タの実測作業（加速度等）デ タの実測作業（加速度等）
4.4.拘束装置の構造や組み合わせに係る関係者等へ拘束装置の構造や組み合わせに係る関係者等へ

のヒアリングを通じた分析・考察のヒアリングを通じた分析・考察のヒアリングを通じた分析 考察のヒアリングを通じた分析 考察
5.5.加速度に応じた拘束装置の構造基準の検討加速度に応じた拘束装置の構造基準の検討
66 調査のまとめ調査のまとめ6.6.調査のまとめ調査のまとめ

・拘束装置の構造基準の検討に加え 拘束装置以・拘束装置の構造基準の検討に加え 拘束装置以拘束装置の構造基準の検討に加え、拘束装置以拘束装置の構造基準の検討に加え、拘束装置以
外の考慮事項について整理。外の考慮事項について整理。
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１．昨年度調査のレヴュー１．昨年度調査のレヴュー
①海外基準（①海外基準（ASTMASTM等）等）

拘束装置については拘束装置については ASTMASTMとの関係を中心に 加速度に応じた規格について我が国の遊との関係を中心に 加速度に応じた規格について我が国の遊

乗客に作用する加速度乗客に作用する加速度（（前後方向前後方向,,上下方向上下方向））に応じ加速度領域に応じ加速度領域((レベルレベル))を１～５まを１～５ま

・拘束装置については、・拘束装置については、ASTMASTMとの関係を中心に、加速度に応じた規格について我が国の遊との関係を中心に、加速度に応じた規格について我が国の遊
戯施設において検討すべき点を再整理した。戯施設において検討すべき点を再整理した。

【【ASTMASTMにおける拘束装置の基本的な考え方における拘束装置の基本的な考え方】】

ASTMASTM
の規格の規格

乗客に作用する加速度乗客に作用する加速度（（前後方向前後方向,,上下方向上下方向））に応じ加速度領域に応じ加速度領域((レベルレベル))を１ ５まを１ ５ま
でに分けでに分け、、乗物の稼働時に乗客の受ける加速度に応じた拘束装置の要件の他乗物の稼働時に乗客の受ける加速度に応じた拘束装置の要件の他、、次の次の
ような点について配慮を要求ような点について配慮を要求。。
①①拘束装置を乗客の身体に合わせて調整できるようにする拘束装置を乗客の身体に合わせて調整できるようにする
②②乗物が稼働中に乗客がパ ク等により自ら外すことがないよう運行者のみが解乗物が稼働中に乗客がパ ク等により自ら外すことがないよう運行者のみが解

配慮配慮
事項事項

②②乗物が稼働中に乗客がパニック等により自ら外すことがないよう運行者のみが解乗物が稼働中に乗客がパニック等により自ら外すことがないよう運行者のみが解
除できるものとする除できるものとする
③③拘束装置の機構部分に対する冗長性拘束装置の機構部分に対する冗長性
④④安全確実な身体拘束の確認方法安全確実な身体拘束の確認方法（（確実な身体拘束の外部確認表示について規格を確実な身体拘束の外部確認表示について規格を④④安全確実な身体拘束の確認方法安全確実な身体拘束の確認方法（（確実な身体拘束の外部確認表示について規格を確実な身体拘束の外部確認表示について規格を
設け設け、、またまた、、確実な身体拘束の外部確認表示を求めていないものについても確実な身体拘束の外部確認表示を求めていないものについても、、確実確実
な拘束を確認できる設計を求めているな拘束を確認できる設計を求めている。。））

ASTMASTMではでは、、前後方向前後方向(X)(X)と上下方向と上下方向(Z)(Z)の加速度による分類に加えの加速度による分類に加え、、次のような点次のような点
について考慮しつつ拘束装置を設計することを要求について考慮しつつ拘束装置を設計することを要求

拘束拘束

について考慮しつつ拘束装置を設計することを要求について考慮しつつ拘束装置を設計することを要求。。
①①加速の持続時間と加速の持続時間と程度程度
②②乗客を乗せる装置の地面や他の物体からの乗客を乗せる装置の地面や他の物体からの高さ高さ
③③突風の突風の影響影響

装置装置
③③突風の突風の影響影響
④④客席反転時の緊急停止など客席反転時の緊急停止など、、乗物の想定外の停止位置乗物の想定外の停止位置
⑤⑤一定時間持続する左右方向加速度一定時間持続する左右方向加速度(Y)(Y)がが00..55GG以上の場合は以上の場合は、、座席座席、、背もたれ等に特背もたれ等に特
別な配慮を要する別な配慮を要する。。

⑥⑥当該遊戯施設や設備の意図する性質当該遊戯施設や設備の意図する性質⑥⑥当該遊戯施設や設備の意図する性質当該遊戯施設や設備の意図する性質
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加速度制限と安全拘束装置
米国米国ASTM F2291ASTM F2291では、遊戯施設の発生させる加速度に応じて、拘束装置にでは、遊戯施設の発生させる加速度に応じて、拘束装置に
求める要求事項を段階的に規定している。加速度の大きさによりエリアは５段求める要求事項を段階的に規定している。加速度の大きさによりエリアは５段
階に分かれ 前後方向（階に分かれ 前後方向（xx） 上下方向（） 上下方向（zz）の最大加速度で決定される）の最大加速度で決定される階に分かれ、前後方向（階に分かれ、前後方向（xx）、上下方向（）、上下方向（zz）の最大加速度で決定される。）の最大加速度で決定される。



拘束装置の種類
拘束装置は、一般的に以下の種類が遊戯施設に多く用いられており、最大加速度のエリ拘束装置は、一般的に以下の種類が遊戯施設に多く用いられており、最大加速度のエリ
アに応じて、これらを単独または組み合わせて用いることで安全確保を成し遂げている。アに応じて、これらを単独または組み合わせて用いることで安全確保を成し遂げている。

シートベルト

【特徴】

体の大きさに追従し密着するため、動き
の激しくない乗り物には多く用いられるが、
自分で乗車中に外す事も可能

ラップバー

【特徴】

最も一般的、かつ前後方向の動き対して
身体を拘束するのに適する

ショルダーハーネス

【特徴】

前後方向の動きに加えて、上下方向の動
きに対して身体を拘束するのに適する



拘束装置の要求事項拘束装置の要求事項 （例）（例）拘束装置の要求事項拘束装置の要求事項 （例）（例）

拘束装置の固定位置が 箇所の場合

エリア３ から求められる要求事項 （例）

拘束装置の固定位置が一箇所の場合、

体型の違いにより拘束状態が不十分な場合がある

エリア３からは 段階的に固定位置が変化する拘束

の拘束装置 複数の乗客を拘束する場合

エリア４ から求められる要求事項 （例）

エリア３からは、段階的に固定位置が変化する拘束
装置が求められる

一つの拘束装置で複数の乗客を拘束する場合、

体型の違いにより拘束状態が不十分な場合がある

エリア４からは 乗客 人に対して つの拘束装置エリア４からは、乗客一人に対して一つの拘束装置
が求められる

エリア４ から求められる要求事項 （例）

拘束装置の固定機構が一つの場合、

機械的な不具合の発生により機能が損なわれる場
合がある合がある

エリア４からは、固定機構の冗長性が求められる



②②日本の遊戯施設の拘束装置の状況日本の遊戯施設の拘束装置の状況

・次のような部分について、・次のような部分について、ASTMASTM規格に適合していない可能性がある。規格に適合していない可能性がある。

・加速度領域５と考えられるもので、二次的な拘束装置やインターロックが具備さ・加速度領域５と考えられるもので、二次的な拘束装置やインターロックが具備さ
れていないものがあるれていないものがあるれていないものがあるれていないものがある

・加速度領域３～５で、拘束装置（シートベルト）が乗客によって外せるものがある・加速度領域３～５で、拘束装置（シートベルト）が乗客によって外せるものがある

③拘束装置の設計要件・安全基準に必要とされる事項③拘束装置の設計要件・安全基準に必要とされる事項

・我が国においては拘束装置の種類について速度を基準に定めている・我が国においては拘束装置の種類について速度を基準に定めている我が国においては拘束装置の種類について速度を基準に定めている我が国においては拘束装置の種類について速度を基準に定めている
が、が、ASTMASTM基準を踏まえて、拘束装置の設計要件・安全基準に必要と基準を踏まえて、拘束装置の設計要件・安全基準に必要と
される事項は、次のされる事項は、次の22点である。点である。

・・ASTMASTMの基準のうち、加速度の持続時間や衝撃加速度の基準のうち、加速度の持続時間や衝撃加速度((緊急停止時や急激緊急停止時や急激
な運動方向の変化な運動方向の変化))の影響についてはさらに評価が必要であるが、乗客がの影響についてはさらに評価が必要であるが、乗客が
受ける加速度に応じた座席拘束装置の考え方の部分は合理性がある受ける加速度に応じた座席拘束装置の考え方の部分は合理性がある受ける加速度に応じた座席拘束装置の考え方の部分は合理性がある。受ける加速度に応じた座席拘束装置の考え方の部分は合理性がある。

・・拘束装置の種類のみならず、設計時の配慮事項についても乗客の安全確拘束装置の種類のみならず、設計時の配慮事項についても乗客の安全確
保上重要な点であり、遊戯施設の拘束装置の構造の検討にあたっては、十保上重要な点であり、遊戯施設の拘束装置の構造の検討にあたっては、十
分に考慮することが必要である分に考慮することが必要である分に考慮することが必要である。分に考慮することが必要である。
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２２..科学的知見科学的知見のの収集収集

①①遊戯施設の種類に応じた遊戯施設の種類に応じた加加
速度及び速度及び拘束装置のデータ実拘束装置のデータ実速度及び速度及び拘束装置のデ タ実拘束装置のデ タ実
測測

・昨年度のアンケートを基に・昨年度のアンケートを基に昨年度のアンケ トを基に昨年度のアンケ トを基に
行った「行った「ASTMASTMへのへの適合検適合検
証」において、証」において、ASTMASTM規格に規格に

適合しているか検証が必要と適合しているか検証が必要と適合しているか検証が必要と適合しているか検証が必要と
された８施設を対象とする。まされた８施設を対象とする。ま
た、アンケート回答がなかった、アンケート回答がなかっ
た遊園地に いても 加速度た遊園地に いても 加速度た遊園地についても、加速度た遊園地についても、加速度
エリアの高い遊戯施設の抽エリアの高い遊戯施設の抽
出作業を行う。出作業を行う。

・・コースターを中心とした国内コースターを中心とした国内
3030施設の加速度測定を実施施設の加速度測定を実施
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加速度計測概要加速度計測概要｜施設No.1

・測定年月日：2012年11月16日

・気温/湿度：9 1℃/55 5%・気温/湿度：9.1℃/55.5%
・風速：4m/s
・測定車両：車両No.2
・測定位置：最後列（9列目）右端

・積載重量：無負荷



加速度計測結果加速度計測結果｜施設No.1
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ASTMASTMによる拘束装置評価による拘束装置評価｜施設No.1

②実測データの分析・考察②実測データの分析・考察

・①で実施した実測データを遊戯・①で実施した実測データを遊戯①で実施した実測デ タを遊戯①で実施した実測デ タを遊戯
施設の種類や領域別に分析・考察施設の種類や領域別に分析・考察
する。する。

（例）乗客自らが外せる拘束装置（例）乗客自らが外せる拘束装置
の設置状況、外部表示の有無、の設置状況、外部表示の有無、
インターロックの有無・詳細等インターロックの有無・詳細等

加速度エリア
要求される

拘束装置クラス
個別拘束 or

グループ拘束
ラッチの
位置調整

拘束装置の
ロック方法

ロックの
解除方法

外部表示 インターロック
ラッチ・ロックの

冗長性

●ASTM区分による拘束装置

拘束装置クラス グル プ拘束 位置調整 ロック方法 解除方法 冗長性

エリア1 クラス1 なし 不可 手動 手動 なし なし なし

エリア2 クラス2 個別/グループ 不可 手動 手動 なし なし なし

エリア3 クラス3 個別/グループ 可能 手動/自動 手動/自動 なし なし なし

エリア4 クラス4 個別 可能 自動 自動 なし なし ありエリア4 クラス4 個別 可能 自動 自動 なし なし あり

エリア5 クラス5 個別 可能 自動 自動 あり あり あり

●現状の拘束装置

エリア5 クラス5 個別 可能 自動 自動 あり あり あり

※Y方向（左右方向）の持続加速度最大値：0.6g>0.5g
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今年度の検討成果今年度の検討成果

1. 1. 一定の統一化が可能な計測方法の確立一定の統一化が可能な計測方法の確立

3030機種にわたる加速度調査を踏まえ、「加速度の計測要領」とし機種にわたる加速度調査を踏まえ、「加速度の計測要領」とし

てとりまとめた。加速度計に求められる仕様や、固定器具、積載てとりまとめた。加速度計に求められる仕様や、固定器具、積載
荷重、調書・記録等を整理し、統一基準で調査を行うことができる荷重、調書・記録等を整理し、統一基準で調査を行うことができる
ものとなっている。ものとなっている。
また 以下の具体的な知見を得ることができたまた 以下の具体的な知見を得ることができたまた、以下の具体的な知見を得ることができた。また、以下の具体的な知見を得ることができた。

1)1)測定機器測定機器1)1)測定機器測定機器
2)2)周回ごとの差異周回ごとの差異
3)3)測定位置（高さ）測定位置（高さ）
4)4)測定位置（前後・左右）測定位置（前後・左右）
5)5)客車重量（フル加重・空加重）客車重量（フル加重・空加重）
6)6)鉛直鉛直軸の取り方軸の取り方 等等
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6)6)鉛直鉛直軸の取り方軸の取り方 等等



今年度の検討成果今年度の検討成果

2. 2. 加速度計測結果からみた科学的知見の収集加速度計測結果からみた科学的知見の収集

①①前後・上下の複合前後・上下の複合加速度評価の合理性等を確認加速度評価の合理性等を確認

既存施設の拘束装置の安全性を評価する基準として、既存施設の拘束装置の安全性を評価する基準として、複複
合合加速度の加速度のASTMASTM評価方法を当てはめても、ほぼ合理性評価方法を当てはめても、ほぼ合理性
があり妥当な結果となった。があり妥当な結果となった。

②加速度計測結果における②加速度計測結果における横方向横方向加速度加速度
今回の計測結果では、今回の計測結果では、0 5G0 5Gを超える機種が多く、拘束性のを超える機種が多く、拘束性の今回の計測結果では、今回の計測結果では、0.5G0.5Gを超える機種が多く、拘束性のを超える機種が多く、拘束性の
向上対策が指摘された。一方で、国住昇第４号（向上対策が指摘された。一方で、国住昇第４号（H24.7.6H24.7.6））
では「横方向加速度がでは「横方向加速度が0.3G0.3G以上（又は不明）」の場合、安以上（又は不明）」の場合、安

全対策を講ずることとされている。このことから、全対策を講ずることとされている。このことから、横方向横方向加加
速度の数値基準（加速度の大きさと持続時間）の根拠及び速度の数値基準（加速度の大きさと持続時間）の根拠及び
考え方を整理し 実態に即した基準とする必要がある考え方を整理し 実態に即した基準とする必要がある
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考え方を整理し、実態に即した基準とする必要がある。考え方を整理し、実態に即した基準とする必要がある。



3. 3. 告示・評価基準等との関係の整理告示・評価基準等との関係の整理
ＡＳＴＭ基準と告示・評価基準等との関係を整理する。まず、ＡＳＴＭ基準を和訳的ＡＳＴＭ基準と告示・評価基準等との関係を整理する。まず、ＡＳＴＭ基準を和訳的基準 告示 評価基準等 関係を整理する。まず、 基準を和訳的基準 告示 評価基準等 関係を整理する。まず、 基準を和訳的

に示し、そこに日本独自の法令・文化等のバックグラウンドへの配慮事項を記載すに示し、そこに日本独自の法令・文化等のバックグラウンドへの配慮事項を記載す
ると以下の通りとなる。これをもとに、現在の告示・評価基準等との関係を整理ると以下の通りとなる。これをもとに、現在の告示・評価基準等との関係を整理したした。。

領域１ 領域２ 

浮き上がりなし

子供用 領域３ 

浮き上がりなし

領域４ 

浮き上がりなし

領域５ 

浮き上がりあ

 

二次的な拘浮き上がりなし

前方向 0.7G 以下

浮き上がりなし

前方向 0.7～1.2G 

浮き上がりなし

前方向 1.2G 以上

浮き上がりあ

り 
二次的な拘

束装置

拘束装置の

必要性 

不要 
0.2G 以上

で座席に

保持 

手すり,足置き等

が乗客にない場

合は必要 

BOX 型の

客席でない

場合必要 

必要 必要 必要  

拘束装置あ 1人でも2人以上 1 人でも 2 人以上 各人に設置 各人に設置 1 人でも 2人拘束装置あ

たりの乗客

数 

 1人でも2人以上

の集団式でも可 
1 人でも 2 人以上

の集団式でも可 
各人に設置 各人に設置 1 人でも 2人

以上の集団

式でも可 
 
 

乗客の最終

的なラッチ

位置

 固定でも調整可

能でもよい。 
乗客に応じ

て 調 節 可

調節可能が必須。
(例 :複数ラッチ位置

を有すバ や手すり)

調節可能が必須。 調節可能が必

須 
固定でも調

整可能でも

可

①子供が同乗する場合、体格の違いによる調整方法等の規定 

位置 能とする を有すバーや手すり) 可

ラッチの種

類(主体及

び自動・手

動) 

 乗客がラッチし

てもよい 
乗客が手動でラッ

チする方式でも可 
自動ロック式とす

る 
自動ロック式

とする 
手動でもよい

が、ロックはオ

ペレーターが

行う 

ラッチ解除  乗客が解除して 乗客が手動で解除 運転者のみ が手 運転者のみが 運転者のみ
の種類(乗

客か運転者

か) 

客 解

もよい 
客 解

する方式でもよい 
運転者 み 手

動・自動で解除 
運転者 み

手動・自動で解

除 

運転者 み

が手動・自動

で解除 

装着良/不

良の外部表

示 

 不要  不要 
(目視･手動で確認) 

不要 
 (目視･手動で確認) 

インターロッ

クと外部表示

が必要

不要(目視・

手動で確認)
②インターロックと外部表示の意義・具体化 

ラッチ装置

の冗長性 

 不要  不要 ロック機能に冗長

性 
ロック機能に

冗長性 
不要(一次拘

束設備とは

別個) 
 

拘束装置の

構成 

   拘束装置 2 つま

たはフェイルセ

式拘束設備

 

③【日本式】冗長性の詳細化

④具体的な拘束装置の組み合わせの規定 ③フェイル

セーフの詳
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ーフ式拘束設備

1 つが必要

作動手段 

(開閉) 

 手動式でも可 手動式でも可 手動式でも可 手動式でも可 手動式でも

可 

 

セ フの詳

細化 



本調査における課題本調査における課題

１．技術面１．技術面
①加速度測定等による検査方法に いては 統 的な方法が①加速度測定等による検査方法に いては 統 的な方法が①加速度測定等による検査方法については、統一的な方法が①加速度測定等による検査方法については、統一的な方法が
必要であり、実務者向けの技術資料の提供と、法令関係の整理必要であり、実務者向けの技術資料の提供と、法令関係の整理

②積載荷重条件 相違などを加味 た加速度 定②積載荷重条件 相違などを加味 た加速度 定②積載荷重条件の相違などを加味した加速度測定②積載荷重条件の相違などを加味した加速度測定

③背もたれ、仕切り壁、座面の凹凸など座席設計による安全確③背もたれ、仕切り壁、座面の凹凸など座席設計による安全確③背 、仕 り 、 席設 安 確③背 、仕 り 、 席設 安 確
保と、その規準化検討保と、その規準化検討

④横方向加速度に対する安全基準の定義と明確化④横方向加速度に対する安全基準の定義と明確化④横方向加速度に対する安全基準の定義と明確化④横方向加速度に対する安全基準の定義と明確化

⑤加速度だけでなく座席からの落下の危険を伴う緊急停止など⑤加速度だけでなく座席からの落下の危険を伴う緊急停止など
への安全確保の検討への安全確保の検討への安全確保の検討への安全確保の検討

⑥従来の事故や不具合などを念頭においた具体的な安全対策⑥従来の事故や不具合などを念頭においた具体的な安全対策
の検討とその有効性の技術的検討の検討とその有効性の技術的検討
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の検討とその有効性の技術的検討の検討とその有効性の技術的検討



本調査における課題本調査における課題

２．体制整備面２．体制整備面
①現行告示から加速度基準 の移行を想定した場合 分かり①現行告示から加速度基準 の移行を想定した場合 分かり①現行告示から加速度基準への移行を想定した場合、分かり①現行告示から加速度基準への移行を想定した場合、分かり
やすく遵守しやすい基準とした上で、関係者への十分な周知とやすく遵守しやすい基準とした上で、関係者への十分な周知と
理解の獲得理解の獲得理解の獲得理解の獲得

②今回の加速度調査に関する知見の業界関係者への周知徹②今回の加速度調査に関する知見の業界関係者への周知徹
底のため、情報交流会のような情報共有の場の継続底のため、情報交流会のような情報共有の場の継続

③現場の技術者が加速度計測 デ タ分析まで実施できる技③現場の技術者が加速度計測 デ タ分析まで実施できる技③現場の技術者が加速度計測、データ分析まで実施できる技③現場の技術者が加速度計測、データ分析まで実施できる技
術解説書の整備術解説書の整備

④安全性向上のための各遊戯施設でのインシデントや事故例④安全性向上のための各遊戯施設でのインシデントや事故例
の公表と共に、保守保全、運営管理面での改善事例の情報共の公表と共に、保守保全、運営管理面での改善事例の情報共
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有の仕組みの構築有の仕組みの構築


